
やめよ!徳山ダ
徳山ダム建設中止を求める会通信
No. 23(99. 2. 21

事 務 局 丁EL 0584‐ 78‐4119
大垣市本ヨ町2‐ 2 7 FAX 0584‐824119

3月 いよいよ「徳山ダム裁判」立ち上げです !

<I 違法支出・住民訴訟>
岐阜県監査委員会、監査請求を門前払い→ 3月 1日 提訴ヘ
2月 9日 、岐阜県監査委員会は、私たちの監査請求 (「徳山ダムエ業用水道水源費負担

金」が一般会計から公団へ直接支出されている。岐阜県の工業用水道には将来にわたって

需要は存在 しないので、これは一般会計から企業会計への繰 り入れを原則的に禁 じている

地方財政法に違反する)も 対 して「要件不備」 (「その行為の違法性・不当性が、個別、

具体的に摘示されなければならない」)を理由に、内容を検討することなく却下 しました。

監査委員会に期待をしてたわけではありませんが、愛知県 。三重県の長良川河口堰の工業

用水違法支出の監査請求では、意見陳述の機会を設けるところまではやりました。岐阜県

では一層高圧的、かつ問題隠しの姿勢が目立ちます。

3月 1日 (月 )午前 10時に、43名 の原告をもって岐阜地裁に提訴 します。被告は「岐
阜県知事 。出納長及び個人としての梶原拓」です。

提訴後、報告集会を行います。お近 くの方、是非おいで下さい。

<Ⅱ 事業認定処分・行政訴訟>
3月 14日 の集会後 (3月 中旬)に提訴ヘ

徳山ダム、一体何が問題なの ?
学者・弁護士の方に、わかりやすく語っていただきます。
お気軽にご参加下さい。

3.14ス ト ッ プ !徳 山 ダ ム 原告団発足集会
と き :3月 14日 (日 )午後 2時から4時 30分
ところ :大垣市スイトピアセンター 第2学習室

主 催 :徳山ダム建設中止を求める会/国際河川ネットワーク・西濃
<国際反ダム行動デー>の この日、弁護士・学者の方に徳山ダムの問題点と
「2つの徳山ダム裁判」の持つ意味を語って頂き、原告並びに裁判サポート体制

を報告します

集会後に交流会 5時より7時 会費3000円
交流会参加ご希望の方は、 3月 10日 までに事務局にご―報下さい。
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(1ページより続き)

建設省による「事

業認定処分」は、強

制収用を前提とした

ものです。公共性を

失った「公共事業」

に強権的手段を用い

ることは、ダム問題

に限らず、いろいろ

な「公共事業」に疑間を呈する市民への正面からの攻撃であり、到底容認できません。ま

た旧徳山村民に対 して「絶対に強制収用はやらない」と明言 (注 1)し ながら、それを今

になって反古にすることを許せば、同様の手口が繰 り返されることになります (注 2)。

注 1:1971年 の徳山村村民大会議事録のコピーを入手しました。当時の建設省中部地方
建設局長と岐阜県知事は繰り返 し「強制収用はやらない」と明言しています。

注 2:現在、岐阜県では東濃地方での「核燃公団の放射能のゴミ問題」で「研究だけであっ
て、処分場にはしない」という確認書をもって、同意を与えようとする地元議会などの動きが

あります。既成事実を積み重ねてしまえば、約束などそのうち反古にできる、と考えている手

口が透けて見えます。

◎ 行政訴訟原告は 50余名です。提訴は 3月 半ば過ぎですので、共有 トラス ト参加者で

原告になっても良いとお考えの方は、これからでも、委任状をお送り下さい。

◎ 様々な運動を抱えておられる方には、「徳山ダム裁判には関心はあるが、原告になる

のは経済的にもきついなJと お考えの方も多いかと存 じます。一般会員 (年会費 2000

円)と して運動を支えて下さることをお願いいたします。

共有 トラストで持って頂いた土地の評価額は、4955平 方メートル全体で3000円 ほど。皆
さんの持分はその88000分 の 10又は 5ですから、評価額そのものが紙 1枚の値段にもなりま
せん。ところが、東京方面で「贈与税がかかる可能性があるから申告しろ」という通知があったと

ころが出ました。もしそうしたことがありましたら、事務局の方にお知らせ下さい。

徳山ダムをめぐる地元などの動き (1998年 12月以後)
12/24  徳山ダム建設事業に事業認定処分
12/25(+1)旧 村民、岐阜県に要望書を提出。「見るに忍びないので、一日も早く (村

を)沈めてほしい」
1/6    岐阜県住民、徳山ダムエ業用水の違法支出を監査請求
1/16←2) 公団、徳山ダムの「工法変更」を発表。「イヌワシ、クマタカ生息に配慮」
1/18(・ 1)「揖斐川流域住民の生命と財産を守る市町村連合」(1市 24町村)が岐阜

県に要望書。「事業認定されたことは、流域住民として大変に力強い」「今

後は土地収用法による法的手段を行使されても、早期解決を図るよう」

1/25(*1)上 の1市 24町村の水防団長が「徳山ダム早期完成Jを要望。
2/16(ネ3) 1999年 度岐阜県予算案に「水源転換調査費」750万 円を正式計上。

*1 すべて梶原知事直々に応対。報道関係者の中からも「ヤラセがすぎる」との声もあり。
*2 環境庁の指針でも「ダム等の大規模開発を避けること」を保護の第一の策としているが、

徳

山
ダ

ム
問
題

で
昨
年

暮

れ
、
土
地
収

用
法

に
基
づ
く

事
業
認

定
が
さ

れ
た
。
予
定

の

事
務
手

続
き
が
著

実

に
進
め

ら
れ

て
い

る
だ
け

と
言
え

ば
そ

れ
ま

で
だ
が

、
ま
た

一
歩
、
強
制
収

用
が

現
実

の
も

の
と

な

っ

一
一
　

大

炉
市

の
反
対
派

市
民
グ
ル
ー
プ
は
す

で
に
、
認
冗
取
り
梢

し
を
求
め
る
訴
訟
を

起
こ
す
こ
と
を
決
め

て
い
る
。
こ
の
グ
ル

―
プ

ロヽ

い
る
土
地

共

有
運
動

も
あ
り
、

強

制
収

用
が

選
け

ら
れ

る
か

は
難
し

い
状
況

だ
。こ

こ

ま
で
来

た
得

山
ダ

ム
建
設
問
題
だ

が
、
異

た

し

て

ダ

ム

が

必

要

な

の

か
、

不
要

な
の
か

、
私

に
は

分
か
ら
な

い
で
い
る
こ
計

画

が
持
ち
上
が

っ
た
昭
和

三
十

年

代

は

、

高

度

経

済

成

長

期
。
水

も
電
力
も
必
要

と
し

た
。
し
か
し
、
地
元
を
含
め

た

三
県

一
市
の
う
ち
、
名
古

屋
市
が
水
利
権

の

一
部
を
返

上

し

た

こ

と

か

ら

う
、
今
は
当

初
計
画

か
う
状
況
が

大
き
く

変
化
し
た
の
は
稚
か

だ
。

ノ
わ

中
白

ほんとにダムは必要 ?



無視していながら「配慮して工事を進める」という。工事費を膨らませるための方便 ?
*3 徳山ダムが計画された頃、大垣を中心とする西濃地域は工業用水の大量汲み上げで、地盤

沈下が起こっていました。「地下水保全のために水源転換を」というのは一見説得力があった

のです。かくて岐阜県の西濃地方 1市 13町は、徳山ダムができると「水源転換」、つまりこ
れまでの水源 =地下水を放棄して、徳山ダムで「開発」した水を揖斐川から取水して水道水源

とするという計画が存在しています。

現在、大垣を中心とした繊維工業は衰退の一途をたどり、わざわざ「地下水保全を」といわ

なくても地下水汲み上げは減少しました。現在地盤沈下は沈静 しています。けれど徳山ダムを

作りたい人々にとっては、建設費をひねり出すためにも「水源転換」を引っ込めるわけにはい

きません。この地域の住民は、住民自身にとっては何の利益もないのに、まずくて危険な水を、

高い高いお金を出して飲まされることになってしまいます。

「調査費」が予算化は、「衣の下の鎧」が見えてきた、というべきでしょうか。

会計報告
徳山ダム建設中止を求める会は、これまで、 4月 一翌年 3月 の会計年度で会計処理を行

ってきましたが、裁判を立ち上げるにあたって、暦年 (1月 -12月 )に変更させて頂き

ました。前年の会計を報告します。

1999年 は、収入として、原告会費、特別会費、一般会費、カンパをあてにしていま

す。一人でも多くの方に、会員 (年会費2000円 )と なって、裁判その他の運動を支え

て下さることをお願い申しあげます。 (原告会費・特別会費=月 額 1000円 は一般会員
としての年会費を含んでいます)

1998年 度 (4月 から 1
前年からの繰越 ¥77,638
<内訳> 現金   13,729
郵便振替   22,580
銀行預金   41,329

<現金の動き> 収入 計 ¥593,821
前年より       13,729
会費等 (郵便振替より)280,000
会費等 (現金にて)  218,600
本などの売上     81,492

「会費等」にはカンパ及び共有
トラスト参加費を含みます

2月 )会計報告

次年(1999」手)への繰越  ¥260,923
<内訳>  現金    11,813

郵便振替     207,760
銀行預金    41,350

支出 計 ¥582,008
郵送費    154,070
他団体へ   41,020
会場費     6,920
本などの購入  13,276
雑費          23,564
紙・印刷費  55,238
司法書士など 287,920

◇郵便振替は一覧表が出ないので、上のような大雑把な項目分けでご勘弁下さい。

次回 運営委は3月 24日 (水)午後 6時半から 事務局で

変則的な曜日。時間ですので、ご注意を !

「やめよ !徳山ダム」徳山ダム建設中止を求める会通信 編集責任 :近藤ゆり子
郵便振替 :00800-7-31632  事務局 大垣市本町 2… 27

TEL0584784119  FAX0584‐ 824119  Email:tokuyama@geOCities.cooJp
URL:http://― .geocitiesocolp/Wallstreet/1214/
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